
臨時休園の判断基準 

開園の判断基準 

営業バスが運行停止になったとき 

 

営業バスが運行開始になったとき 

１ 台風が近づいてくるとき
 

午前７時前に営業バスが運行停止の場合 

保育中に営業バスが運行停止の場合は、保護者の方は速やかに園児のお迎えをお願いします 

２.台風が離れていくとき    ※営業バスの運行開始の時刻を基準とします
 

臨時休園になります 

■  保育実施の考え方 

※台風の影響により保育が困難であると判断した場合、営業バスの運行状況に 

関わらず、保育実施時間の変更や休園、園児のお迎え等をお願いすることがあります。 
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午前７時前に運行再開 

午前７時以降～９時前に運行再開 

午前９時以降～午後２時前に運行再開 

午後２時以降に運行再開 

台風時の保育実施について            社会福祉法人悠希会 登川みらい保育園 

臨時休園になります 

保育を実施します（通常通り） 

 保育を実施します 
※バス運行開始時刻 からおおむね１時間後

より受け入れます。 

※バスは再開したが、小・中学校が休校の場

合、可能であれば家庭保育のご協力をお願

いします。 

 

給食なし 
※家で昼食を済ませて登園 

給食ありまたは弁当持参 
※軽食程度。食材の納品ができない

場合や受入れ時間によっては、 

お弁当持参となります 

お弁当持参 

給食あり 
※メニューを変更して提供する 

場合もあります 

※新鮮食材を当日に納品している

為、給食の準備が出来ない事もあ

ります。その場合はお弁当持参を

お願いします。 


